
 

１ 申請対象者 

  企業主導型保育に地域枠で利用中または利用予定の方 

 

２ 申請に必要なもの （※     は、市ホームページからダウンロードできます） 

 

全
員 

□ 教育・保育給付認定申請書（２・３号企業主導型保育認定用） 
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□ 保育の必要性を証明する書類（保護者全員分(父母分)）※発行から３か月以内のもの  

①  就労(予定)している方 

就労証明書（所定用紙） 

※契約上の勤務時間や勤務実績に休憩時間を含めて記載できない場合、就労に関

する規定や勤務時間一覧等を添付してください。 

※常時、月６４時間以上の就労をしていることが必要です 

月６４時間に満たない就労をされている方が継続して教育・保育給付認定を受ける

ためには、基準を満たす就労等をした後、認定月の翌月１５日までに就労証明書等

を再度提出する必要があります。このため、認定期間は３か月です。 

② 求職活動中の方 

求職活動状況報告書（活動していない場合は不要） 

※認定期間は３か月となり ます。 

※継続して教育・保育給付認定を受けるためには、認定月の翌月１５日までに就労証

明書等を提出する必要があり ます。 

③ 育児休業取得中の方 

就労証明書（所定用紙 ）  と在園証明書 

※育児休暇取得以前に就労等により在園している方のみ 

④ 出産予定のある方 

  母子健康手帳（分娩予定日記載部分のコピー） 

※認定期間は出産予定月を基準に前２か月から、出産日を基準に後８週の翌日が

属する月末までとなります。 

⑤ 学校に在学中の方 

  在学証明書と時間割表 

⑥ 看護・介護をしている方 

  介護状況申告書    ＋必要な添付書類( 申告書参照)  

⑦ 病気の方 

  診断書（ 保 育 ができないこと が明記 さ れている ３ か月 以 内 のも の） 

⑧ 心身に障がいのある方 

  身体障害者手帳等（氏名・等級記載部分のコピー） 
 

※書類は、児童１人につき１枚提出してください。 

※書類は返却できません。証明書類は、発行から３か月以内のものを提出してください。 

  

          教育・保育給付認定を申請する方へ            

様式⑤ 

裏面もご確認ください 

④



３ 申請期限 

  原則 認定希望月前月の５日まで（５日が土日祝の場合は、翌開庁日まで） 

※4 月入園の場合は、別に定める日まで 

 

４ 受付場所 

在園中の施設または保育入所課 

 

５ 留意事項 

※申請書類に虚偽があった場合、認定を取り 消し、利用継続ができなくなる可能性があり ま

す。 

※添付書類は一度提出されますと返却しません。必要な方はコピー等の控えをとった上で提

出してください。 

※就労証明書等の内容は、市と各施設で共有することがあります。 

※兄弟で同時手続の場合、就労証明書など証明書類は、原本１部で、それ以外はコピーでも

構いません 

※申請後、住所、世帯状況または就労状況に変更があった場合には別途手続が必要です。

教育・保育給付認定変更申請書をご提出ください。 

 

                         

 

 

 

問い合わせ 

子ども家庭部 保育入所課 

（令和８年４月からは保育支援課） 

電話 ０４８－９６３－９１６７（直通） 

平日８：３０～１７：１５ 


